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（
総
務
委
員
会
）

消
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
五
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
傷
病
者
の
搬
送
及
び
受
入
れ
の
迅
速
か
つ
適
切
な
実
施
を
図
る
た
め
、
都
道
府
県
が
傷
病
者
の
搬
送
及
び
受

入
れ
の
実
施
基
準
を
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
実
施
基
準
に
関
す
る
協
議
等
を
行
う
た
め
の
消
防
機
関
、
医
療
機
関
等
を
構
成

員
と
す
る
協
議
会
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
実
施
基
準
の
策
定
等
に
関
す
る
事
項

１

都
道
府
県
は
、
消
防
機
関
に
よ
る
救
急
業
務
と
し
て
の
傷
病
者
の
搬
送
及
び
医
療
機
関
に
よ
る
当
該
傷
病
者
の
受
入
れ

の
実
施
に
関
す
る
基
準
を
定
め
、
公
表
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

総
務
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
は
、
都
道
府
県
に
対
し
、
実
施
基
準
の
策
定
又
は
変
更
に
関
し
、
必
要
な
情
報
の
提
供
、

助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
。

３

消
防
機
関
は
、
傷
病
者
の
搬
送
に
当
た
っ
て
は
実
施
基
準
を
遵
守
し
、
医
療
機
関
は
、
傷
病
者
の
受
入
れ
に
当
た
っ
て

は
実
施
基
準
を
尊
重
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

二
、
実
施
基
準
に
関
す
る
協
議
等
を
行
う
た
め
の
協
議
会
に
関
す
る
事
項
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１

都
道
府
県
は
、
実
施
基
準
に
関
す
る
協
議
並
び
に
実
施
基
準
に
基
づ
く
傷
病
者
の
搬
送
及
び
傷
病
者
の
受
入
れ
の
実
施

に
係
る
連
絡
調
整
を
行
う
た
め
、
消
防
機
関
、
医
療
機
関
等
で
構
成
さ
れ
る
協
議
会
を
組
織
す
る
。

２

協
議
会
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
実
施
基
準
並
び
に
傷
病
者
の
搬
送
及
び
傷
病
者
の
受
入
れ
の
実
施
に
関
し
必
要

な
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


